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議案第２５号小金井市公民館条例施行規則の一部を改正する規則













議案第２５号 

 

 

小金井市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

小金井市公民館条例施行規則の一部を別紙のように改正する。 

 

 

令和８年５月２６日提出 

 

小金井市教育委員会 

教育長 大 熊 雅 士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

小金井市公民館において使用料を徴収することに伴い、規定を整備する必要がある

ため、本案を提出するものであります。 



小金井市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

小金井市公民館条例施行規則（昭和４３年教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条ただし書中「団体」の次に「及びその他の教育委員会が必要と認める団体」

を加える。 

第４条の２中「宿泊に」を「宿泊する団体が」に改め、「研修室Ａ、研修室Ｂ及び

研修室Ｃ」を削る。 

第７条の次に次の４条を加える。 

（使用券の購入等） 

第７条の２ 使用の承認を受けた団体が公民館施設等を使用するときは、条例別表に

定める使用料の額の施設使用券を購入し係員に提出しなければならない。 

（使用料無料団体） 

第７条の３ 条例第１０条第１項第３号に規定する団体は、次のとおりとする。 

⑴ 社会教育関係団体 小金井市社会教育関係団体登録要綱（昭和５７年３月１日

制定）第２条により登録した団体 

⑵ 福祉団体 小金井市福祉団体補助要綱（昭和５２年７月１日制定）第２ ２の

団体 

（使用料の減額又は免除） 

第７条の４ 条例第１０条の２に規定する使用料の減額又は免除の範囲は、次に定め

るところによる。 

 ⑴ 公民館使用団体登録の承認を受けた団体が使用するとき。 ２分の１減額 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた団体が使用するとき。 

２分の１減額又は免除 

（使用料の還付） 

第７条の５ 条例第１０条の３ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めると

ころによる。 

⑴ 天災地変等により使用できなくなったとき。 全額 

⑵ 教育委員会の都合により使用承認を取り消したとき。 全額 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。 必

要と認める額 



第１１条中「第４条まで」の次に「、第７条の２から第７条の５まで及び第９条」

を加え、同条に次のただし書を加える。 

ただし、老人福祉施設の運営に支障がない範囲内で、当該施設を公民館の施設と 

して使用できるものとする。 

 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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議案第２５号資料 

小金井市公民館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正規則 現行規則 備考 

（使用団体登録） （使用団体登録）  

 

 

使用料徴収

に関する規

定の整備 

第２条 公民館を使用する団体は、小金井市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に使用団体として登録をしな

ければならない。ただし、宿泊をしようとする団体及びそ

の他の教育委員会が必要と認める団体は、この限りでな

い。 

第２条 公民館を使用する団体は、小金井市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に使用団体として登録をしな

ければならない。ただし、宿泊をしようとする団体は、こ

の限りでない。 

（宿泊使用施設） （宿泊使用施設）＿＿＿＿＿＿  

規定の整備 

 

 

 

使用券に関

する規定の

新設 

 

第４条の２ 宿泊する団体が使用することができる公民館の

施設（以下「宿泊使用施設」という。）は、条例別表に規

定する小金井市公民館緑分館とする。 

第４条の２ 宿泊に使用することができる公民館の施設（以

下「宿泊使用施設」という。）は、条例別表に規定する小

金井市公民館緑分館研修室Ａ、研修室Ｂ及び研修室Ｃとす

る。 

（使用券の購入等）                              

第７条の２ 使用の承認を受けた団体が公民館施設等を使用

するときは、条例別表に定める使用料の額の施設使用券を

購入し係員に提出しなければならない。 

 

（使用料無料団体）                              使用料無料 

第７条の３ 条例第１０条第１項第３号に規定する団体は、

次のとおりとする。 

⑴ 社会教育関係団体 小金井市社会教育関係団体登録要綱

（昭和５７年３月１日制定）第２条により登録した団体 

⑵ 福祉団体 小金井市福祉団体補助要綱（昭和５２年７月

１日制定）第２ ２の団体 

 

 

団体に関す

る規定の新

設 

（使用料の減額又は免除）                

第７条の４ 条例第１０条の２に規定する使用料の減額又は

免除の範囲は、次に定めるところによる。 

                             

 

使用料の減

免又は免除 

に関する規 
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⑴ 公民館使用団体登録の承認を受けた団体が使用すると

き。 ２分の１減額 

⑵ 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認

めた団体が使用するとき。 ２分の１減額又は免除 

 定の新設 

 

 

（使用料の還付） 

第７条の５ 条例第１０条の３ただし書の規定による使用料

の還付は、次に定めるところによる。 

⑴ 天災地変等により使用できなくなったとき。 全額 

⑵ 教育委員会の都合により使用承認を取り消したとき。   

 全額    

⑶ 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要が

あると認めたとき。 必要と認める額 

                             使用料還付

に関する規

定の新設 

 

（老人福祉施設） （老人福祉施設）  

第１１条 条例別表に規定する小金井市公民館貫井南分館集

会室Ａ及び集会室Ｂ並びに小金井市公民館緑分館集会室Ａ

及び集会室Ｂは、老人福祉施設（午前９時から午後５時ま

でに限る。）として運営し、その使用については、第２条

から第４条まで、第７条の２から第７条の５まで及び第９

条の規定は、適用しない。ただし、老人福祉施設の運営に

支障がない範囲内で、当該施設を公民館の施設として使用

できるものとする。 

 

第１１条 条例別表に規定する小金井市公民館貫井南分館集

会室Ａ及び集会室Ｂ並びに小金井市公民館緑分館集会室Ａ

及び集会室Ｂは、老人福祉施設（午前９時から午後５時ま

でに限る。）として運営し、その使用については、第２条

から第４条までの規定は、適用しない。 

 

 

 

 

規定の整備 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 



 

報告事項１資料                       

令和８年５月２６日 

学校教育部指導室  

 

令和７年度小金井市立小・中学校の不登校児童・生徒数について 

 

不登校児童・生徒数（公立学校） 

 

小学校 

 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 

人数（人） 出現率(％) 人数（人） 出現率(％) 人数（人） 出現率(％) 

小金井市 146 2.38 152 2.42 161 2.55 

東 京 都 13,275 2.21 13,296 2.22 - - 

全 国 129,410 2.16 136,645 2.33 - - 

 

 

中学校 

 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 

人数（人） 出現率(％) 人数（人） 出現率(％) 人数（人） 出現率(％) 

小金井市 151 6.65 172 7.61 178 7.70 

東 京 都 18,451 7.80 18,039 7.68 - - 

全 国 207,013 7.04 207,540 7.15 - - 

 

 



教育委員会の今後の日程

令和８年５月２６日

会　　議　　名 日　　　時 場　　　所

東京都教育施策連絡協議会
４月２４日（金）～
５月３１日（日）

オンデマンド配信

関東甲信越静市町村教育委員会
連合会総会及び研修会

（新潟大会）

５月２９日（金）
午後１時

上越文化会館
（新潟県上越市）

市町村教育委員会研究協議会
（前期）

６月２５日（木）
午後１時

オンライン

市教育委員会訪問
７月１日（水）
午前１０時３０分

南中学校

市教育委員会訪問
７月８日（水）
午前１０時３０分

東中学校

令和８年
第７回教育委員会定例会

７月１４日（火）
午後１時３０分

８０１会議室

令和８年
第８回教育委員会定例会

７月２８日（火）
午後１時３０分

８０１会議室

東京都市町村教育委員会連合会
第２回理事会

第１回理事研修会

８月１３日（木）
１４時１５分

東京自治会館
大会議室

令和８年
第９回教育委員会定例会

８月２５日（火）
午後１時３０分

８０１会議室


